
印西地区消防組合公告第３号

支援車Ⅲ型購入の事後審査型制限付一般競争入札の実施について

地方自治法第２３４条第１項の規定により、事後審査型制限付一般競争入札を次のとおり

実施する。

  平成３０年５月１５日

印西地区消防組合管理者 伊 澤  史 夫

１  事業名称

 （ １）  業務名  支援車Ⅲ型購入

 （ ２）  納入場所  千葉県印西市牧の原二丁目３番地

           印西地区消防組合消防本部

 （ ３）  納入期限  平成３１年３月２５日

 （ ４）  事業概要  

①目 的  支援車Ⅲ型の更新整備
②規模等  支援車Ⅲ型
③仕 様  別途仕様書のとおり

 （ ５）  入札方法  事後審査型制限付一般競争入札 

２  入札参加者の資格要件

   本事業の入札参加を希望する場合の資格要件は、次のとおりである。

（ １）  この事業の公告日現在において、印西地区消防組合を構成する市（ 印西市及び白

井市 以下「 関係市」 という。） の平成３０、３１年度競争入札参加業者資格者名簿

（ 以下「 資格者名簿」 という。） に登載されている者のうち、物品部門の「 車両」 の

登録業者で、関係市の建設工事請負業者等指名停止措置要領に基づく指名停止措置

を、本公告の日から本業務の入札日までの間、受けていない者でなければならない。

（ ２）  本件の納入物品について、保守、点検、修理、部品の提供等のアフターサービス

を納入先の求めに応じて速やかに提供できる体制を有していること。

（ ３）  地方自治法施行令第１６７条の４の規定に該当する者のほか、手形交換所による

取引停止処分を受けてから２年間を経過しない者、当該工事の入札日前６か月以内

に手形、小切手を不渡りした者及び会社更生法の適用申請した者で同法に基づく裁

判所からの更生手続開始決定がされていない者、又は民事再生法の適用申請した者

で同法に基づく裁判所からの再生手続開始決定がされていない者及び印西地区消防

組合建設工事等暴力団対策措置要綱の別表に規定する措置要件に該当する者は参加

することができないものとする。



３  入札参加の届出

   本事業の入札参加を希望する者は、事後審査型制限付一般競争入札参加届出書を持参

により提出するものとする。

→ （ １）  様 式 印西地区消防組合ホームページ 入札情報からダウンロード

         ＵＲＬ  http: //f i re-i nzai chi ku. eco. coocan. j p/ 

 （ ２）  期 間 平成３０年５月１５日（ 火） から平成３０年５月２８日（ 月）

         （ 土曜日、日曜日、祝日を除く ）

 （ ３）  時 間 午前９時から午後５時まで

 （ ４）  場 所 印西地区消防組合消防本部総務課

４ 設計図書等の配布又は縦覧又は貸出

   印西地区消防組合入札約款及び本業務に係る契約書案、設計図面及び仕様書（ 以下「 設

計図書等」 という。） の縦覧は次のとおり行う。

 （ １） 縦覧期間 平成３０年５月１５日（ 火） から平成３０年５月２８日（ 月）

         （ 土曜日、日曜日、祝日を除く ）

（ ２） 縦覧時間 午前９時から午後５時まで

 （ ３） 縦覧場所 印西地区消防組合消防本部総務課（ 入札約款及び本業務に係る契約書案）

         印西地区消防組合消防本部警防課（ 設計図書等）

５  質問及び回答

   設計図書等に関して質問等がある場合は、事業担当（ 警防課） に電話連絡のうえ、使

用印の押印された質問書により、次のとおりファクシミリ又は電子メールにて提出する

こと。

 （ １） 期 間 平成３０年５月１５日（ 火） から平成３０年５月２８日（ 月）

 （ ２） 提出先 印西地区消防組合消防本部警防課

 （ ３） 回 答 平成３０年６月１日（ 金） までにファクシミリ又は電子メールにて通知す

る。

６ 入札の執行

 （ １） 入札書に記載する金額

     落札決定に当っては、入札書に記載された金額に当該金額の８パーセントに相当

する額を加算した金額（ 当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を

切り捨てるものとする。） をもって契約金額とするので、入札者は、消費税及び地方

消費税に係る課税事業者であるか免除事業者であるかを問わず、見積もった契約金

額の１０８分の１００に相当する金額をもって入札金額とすること。

 （ ２） 落札候補者の決定

地方自治法施行令第１６７条の１０第１項に規定する場合を除き、印西市契約事務規

則第１１条第１項の規定により定めた予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって



入札（ 有効な入札に限る） した者から順に落札候補者とし、資格確認後、落札者として

決定する。なお、最低の価格をもって入札した者が資格要件を満たしていない場合は、

予定価格の制限の範囲内で応札した次順位者から確認書類の提出を求め、順次審査を行

い、最初に入札参加資格を満たしている者を落札者とする。

７  入札（ 開札） の日時及び場所

（ １） 入札日時  平成３０年６月７日（ 木） 午後３時００分から

（ ２） 入札場所  印西地区消防組合消防本部セミナー室

（ ３） 入札方法  印西地区消防組合入札約款のとおり

（ ４） 入札回数  ２回までとする。

（ ５） 開札日時及び場所（ １） 及び（ ２） のとおりとする。

８  入札参加資格等確認書及び確認資料等の提出

   開札後、落札候補者となった者は、別に配布する事後審査型制限付一般競争入札参加

資格確認書提出要領に基づき、落札候補者として決定した日から起算して５日以内に入

札参加資格等確認書及び確認資料等を持参により提出し、入札参加資格の確認を受けな

ければならない。

９ 内訳書の提出

   事後審査により落札者となった者は、落札金額の内訳を内訳書に記載し契約の前まで

に提出すること。

10 契約の締結について

   落札候補者は、落札決定の日から７日以内（ 休日を除く 。） に当該契約（ 議会の議決に

付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（ 昭和３９年条例第１３号） の規定

により議決を要する契約に係る仮契約を含む。以下同じ。） を締結しなければならない。

また、期間内に契約を締結しないときは、落札はその効力を失う。

11 その他

（ １） 資格確認資料作成説明会及び現場説明会は、実施しない。

（ ２） 資格確認資料のヒアリングは、実施しない。

    ただし、記載内容が不明確で入札参加資格を確認できない場合には、説明を求める

ことがある。

（ ３） 提出された資格確認資料は、返却しない。なお、公表し、又は無断で使用すること

はしない。

（ ４） 納期は、事業により変更することがある。

（ ５） 入札参加者は、入札約款及び配布書類を熟読し、入札に参加すること。



12 問い合わせ先

   印西地区消防組合消防本部

    入札担当 総務課  電 話 ０４７６－４６－９９４２

    事業担当 警防課  電 話 ０４７６－４６－９９６２

              Ｆ ＡＸ  ０４７６－４６－９９１４

              Ｅ-mai l  kei bou-i nzai chi ku@ni f ty. com 



支援車Ⅲ型仕様書 

平 成 ３ ０ 年 度 

印西地区消防組合 
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第１章 総 則 

 １  目的 

この仕様書は、印西地区消防組合（ 以下「 消防組合」 という。） が平成３０年

度に購入する支援車Ⅲ型（ 以下「 車両」 という。） のぎ装、性能及びこれらに関

する必要事項について定める。  

（ １）  購入品目 支援車Ⅲ型 

（ ２）  購入数量 １台 

（ ３）  納入期限 平成３１年３月２５日（ 月）  

（ ４）  納入場所 印西地区消防組合 

２  準用 

ここで定める仕様のほかは、消防施設強化促進法（ 昭和２８年法律第８７号） 、

道路運送車両法（ 昭和２６年法律第１８５号） 、道路交通法（ 昭和３５年法律第

１０５号） 及びこれら関係法令等の規格に適合したものとするほか、車両は、日

本消防検定協会及び千葉陸運支局の検査に合格し、新規登録手続きを完了したも

のを納入し、積載品及び附属品にあっても国及び消防庁で定める技術上の基準に

適合したものとする。  

 ３  仕様の変更 

   本車両のぎ装にあっては、使用の目的が十分達せられるよう製作し、技術上の

変更を要する場合及び疑義のある場合は、随時消防組合と協議したのち、書面を

提出し承認を得た場合のみ仕様の変更をすることができる。  

 ４  仕様の承認 

   受注者は本仕様書に基づく工事が完全、かつ強固に施工できるよう事前に検討

を行い、施工に「 そご」 がないよう確認する。また受注者は、本仕様書を十分検

討のうえ契約するものとし、契約後における一切の疑義は、全て消防組合の解釈

に従うものとする。  

 ５  提出書類 

（ １） 受注者は製作に先立ち次のものを各２部提出して消防組合の承認を得ること

（ 本契約後提出可能な時期に速やかに提出すること） 。  

   ア 製作工程表 

   イ 設計図（ ５面図）  

ウ 工程図 

   エ 取付品の取付要領図 
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   オ 電気配線関係系統図  

   カ その他消防組合が指示するもの 

 （ ２） 本契約後、消防組合担当者が指示する進捗状況を示す書類及び画像を定期的

に提出すること。  

 （ ３） 車両納入時には、次のものを製本の上各３部（ 指示あるものはその数） 提出

すること。  

   ア 完成図（ ５面図）  

   イ 積載品・ 附属品及び車両取扱説明書 

   ウ 車両及び装備品のトラブル時に対応する連絡先一覧表 

   エ 納品書（ 内訳書含む）  

   オ 写真・ カラーコピーA４（ 外観５面２枚）  

   カ 自動車検査証の写し 

キ その他消防組合が指示するもの 

（ ４） 受注者が公表した標準取付品及び附属品は全て納入すること。ただし、この

仕様書で指定したものと重複するものについては除く ことができる。  

６  検査 

（ １） 消防組合に提出した製作工程表に基づき、消防組合職員の立会いのもと検査

を受けられる状態で日程を組むこと。  

（ ２） 検査依頼は、実施予定日のおおむね１４日前までに消防組合に書面により提

出すること。  

（ ３） 検査に当たっては、営業及び設計担当者が必ず立会うこと。  

（ ４） 検査の種類 

   ア 中間検査  艤装完了前に消防組合と協議し実施する。

   イ 完成検査  本仕様書、承認図に基づき次の検査を実施する。  

（ ｱ） ぎ装全体の検査 

（ ｲ） 附属品数及び機能検査 

（ ｳ） 各装備及び消防資機材の検査 

   エ その他消防組合が必要と認めた時に実施する。  

オ 検査不合格の場合には、次のとおりとする。  

(ｱ)不具合等の内容及び改善対策事項を記載した書類を速やかに提出するこ

と。  

(ｲ)不具合等の内容及び改善対策事項をおおむね１４日以内に実施すること。  
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(ｳ)前記(ｱ)で提出された書類については、消防組合が改善対策事項を承認し

た後、再検査を受けること。（ 発生した必要な経費は受注者の負担とす

る）  

 ７  納車 

（ １） 完成車は、関東運輸局千葉運輸支局の行う車体検査及び新規登録を受け、各

部の点検、整備、清掃、手入れ等を十分に行ったうえ納入すること。  

（ ２） 完成車の登録に要する諸経費（ 自賠責保険、重量税、新規登録手数料、リサ 

イクル料） は、受注者が立て替え払いし、納車後に発注者に請求するものとす 

る。  

（ ３） 車両登録時における自動車登録番号は、発注者が指定する番号とする。  

（ ４） シャシ及び積載品のうち発電機等のエンジン類には、すべてオイル等を給油 

し燃料は満タンに補給しておく ものとする。  

 ８  技術指導 

  受注者は、技術指導のため納車後に、消防本部が指示する日時に指導員を派遣し 

 取扱説明等の指導を実施すること。  

 ９  保証期間 

  保証期間、完成車納入後１２ヶ月とする。  

  また、資機材等のメーカー保証が１２ヶ月よりも長期の場合は、メーカー保証 

 を優先すること。なお、保証期間後においても設計不良、工作不良あるいは材質 

不良に起因する故障及び使用に際して支障が発生した場合、無償にて修理又はと 

り替えを行うこと。  

10 疑義事項等 

 仕様書に明記されていない事項及び記載事項の中に疑義が生じた場合は、協議 

のうえ決定するが、契約後における一成の疑義は、すべて消防本部の解釈に従う 

こと。  

 なお、協議後、仕様書等の変更については、すべて文書をもって措置をするも 

ものとする。  

11 その他 

 廃車について、車両納入後、消防組合が従来使用していた車両を、消防組合の 

手続きが完了した後に、消防組合が競売を掛けるための必要書類を（ 一時抹消登 

録） 速やかに提出すること。  
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第２章 仕様一般 

 １  シャシ諸元 

（ １） マイクロバス（ ロングボディー、ハイルーフ、後部観音扉）  

（ ２） 全長  ６，９９０ｍｍ以上７，５００ｍｍ以下 

（ ３） 全幅  ２，２００ｍｍ以下 

（ ４） 全高  ３，０００ｍｍ以下（ アンテナ含み３，２００ｍｍ以下）  

（ ５） ホイールベース  ４，０００ｍｍ以下 

（ ６） 室内長 ６，２３０ｍｍ以下 

（ ７） 室内幅 １，８８５ｍｍ以下 

（ ８） 室内高 １，８９０ｍｍ以下 

（ ９） タイヤ ラジアルタイヤ（ アルミホイール付、スペアタイヤ含む）  

（ 10） 乗車定員 ２０名以上 

２  エンジン性能 

（ １） エンジン ディーゼルエンジン 

（ ２） 総排気量 ４，０００ｃ ｃ 以上 

（ ３） 最高出力 １１０ｋＷ以上 

（ ４） 最大トルク ４２０Ｎ・ ｍ以上 

（ ５） ミッション ６速オートマチック 

（ ６） バッテリー １０５D-３１R×２ 

（ ７） オルタネーター １２Ｖ－８０Ａ以上 

（ ８） 駆動方式 ２輪駆動方式 

３  主な装備品 

（ １） エアコン（ オートエアコン）  

（ ２） パワーステアリング（ 右側ハンドル）  

（ ３） ハロゲンヘッドランプ（ ヘッドランプレべリング機能付）  

（ ４） フォグランプ 

（ ５） オーディオ（ AM/FMラジオチューナーナビ兼用）  

（ ６） 時計（ 電波時計）  

（ ７） サンバイザー（ 運転席・ 助手席）  

（ ８） サイドバイザー 

（ ９） 室内灯（ ３ヶ所LED式）  

（ 10） マップランプ（ 助手席・ 運転席後部席フレシキブルマップランプ・ LED式）  
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（ 11） 電流計及び電圧計 

（ 12） フロアマット（ 運転席及び助手席・ ゴム製）  

（ 13） 泥除け（ 各車輪後部）  

（ 14） ハイマウントストップランプ 

（ 15） フロントアンダーミラー・ リアアンダーミラー 

（ 16） キー（ 集中ドアロック・ 予備キー含む計５個）  

（ 17） 後退警報器（ 入切りスイッチ付）  

（ 18） 助手席アウトサイドミラー（ リモコンミラー電動格納式）  

（ 19） ＡＢＳ 

（ 20） エアーバック（ デュアルＳＲＳ）  

（ 21） バックアイカメラモニター付カーナビゲーション 

（ 22） スタッドレスタイヤ(純正ホイール付６本) 

（ 23） タイヤチェーン 

（ 24） ＥＴ Ｃ（ ビルトインタイプ、ボイスタイプ）  

（ 25） ドライブレコーダー（ 純正品又は同等品）  

（ 26） プライバシーガラス（ 運転席以外の窓に設置） 、後部資機材収納庫部分 

  はフィルム張り付け増 

（ 27） カーテン（ フロントガラス以外全席）  

（ 28） マイク（ 運転席フレシキブルマイク・ スイッチ付）  

（ 29） 停止表示板 

（ 30） 後輪灯・ 車幅灯（ 車体両側の後部タイヤ付近に各１ヵ所・ LED式）  

（ 31） 標識灯 

（ 32） 作業灯 

（ 33） 車輪止め（ ２個ゴム製）  

（ 34） インバーター（ ５０/６０Hz用で定格１０００W以上）  

（ 35） 冷蔵庫（ 室内取り付け装備品） ４０リットル程度（ 上部収納庫付）  

（ 36） 発動発電機 

（ 37） ルームラック 
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第３章 ぎ装 

１  車体の構造及びぎ装は、堅牢で耐久性を充分考慮して設計することとし、車両

上面側面等の取付装備品はいかなる走行においても脱落等のないよう強固に取付

けるとともに、防水処理を完全に施工することとする。なお、詳細については消

防本部との打合わせにより決定するものとする。  

２  車両扉及びステップ 

（ １） 運転席ドアを設け、窓は開閉できるものとする。  

（ ２） 車両中央左側に自動（ 手動切替） スイング扉を設ける。  

（ ３） 車両後部ドアは、観音開きとする。（ オープンストッパー付）  

（ ４） 各ステップには滑り止め加工を施すこと。（ 別途協議）  

３  座席 

（ １） 乗車定員は２０名以上とする。  

（ ２） 運転席、助手席は標準とする。  

（ ３） 後部座席は、前向きに片側１人または、２人掛け席と補助座席を標準と同様 

  な方法で取付けると共に、リクライニング機能を有し、座り心地が良く質感の 

あるシートとする。  

（ ４） 後部座席の左右は横向きシート３席とすること。また、資機材収納スペース

ト兼ねるため、跳ね上げ式座席とし、跳ね上げた長座席には固定装置を取付け

ると共に、資機材等を収納した際の破損防止策も兼ねる構造とする。  

（ 別途協議）  

４  資機材収納部分 

 （ １） 前記（ ４） 長座席を跳ね上げた時にできるスペースは、資機材収納スペース

とし、床面及び側面に荷固定用ロープフック（ 埋込式） 等を取付け、これに合

わせた固定用ベルト等を付属すること。なお、フック取付け位置及びその構

造・ 個数等は別途協議とする。  

 （ ２） 資機材収納スペースの床面は、雨天時等の活動で室内が濡れても滑りにく く 、  

   かつ耐久性、耐摩耗性等に優れたロンリウム張りとし、さらに水洗い等にも十 

   分な防水処置を施すこと。（ 別途協議）  

 （ ３） 天井中央付近左右には、吊り下げることができる構造のステンレスポール２ 

   本を強固に取付けること。（ 長さ・ 耐荷重は別途協議） (使用限定品シール付) 

 （ ４） 車両後部観音開きは、解放時ストッパー付とし、資機材等を容易に収納でき 

   る様、資機材収納スペースの床面と観音開き解放時の外部面とを極力フラット  
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   とするとともに、床面の床材等が外部面と一連的な構造とする。  

 （ ５） 車両後部観音開下部には、資機材等を容易に収納できるよう、最大限の幅員 

   及び奥行（ １，５００ｍｍ×２５０ｍｍ以上） のステップを強固に取付けるこ 

   と。 （ 最大荷重２５０㎏以上）  

 （ ６） 資機材収納スペースにおけるタイヤハウス部分は、座席の跳ね上げ時、資機 

   材等を有効かつ最大限積載できる構造とすること。  

 （ ７） 資機材等収納部分と座席固定部分には中央の通路部分を残し、床面から天井 

   までアルミパンチングメタル等で仕切ること（ 別途協議）  

 ５  電源 

 （ １） 外部から家庭用電源１００Ｖを入力し、バッテリーを充電できる構造とする 

   こと。なお、過充電防止措置を講じること。  

（ ２） 車両後部に防水策をしたＡＣ１００Ｖ用外部電源入力コンセントを取付け、  

   エンジンを始動していない状態でも室内に電力を供給し、室内の電源が使用 

   できるようにすること。 (外部電源は、発電機及び家庭用１００Ｖ等とする。 ) 

 なお、外部電源を供給しているときは、外部電源を優先し、飛び出しコンセン

ト式とする。（ １５ｍ充電用コード付属）  

 （ ３） ＡＣ１００Ｖ車外出力コンセントを１口設け、防水及び抜け防止措置をする 

   こと。  

 （ ４） ＡＣ１００Ｖ用コンセントは室内の使用に適した場所に４箇所以上設けるこ 

   と。なお、ＡＣ１００Ｖ用コンセントは、外部電源コンセント及び車載積載の 

   インバーターの両方から電源を供給できる構造とし、また同時に双方から電源 

   供給された場合でも危険や故障を生じないための切り替えができる安全装置を 

   取付けること。  

 ７  冷暖房装置 

 （ １） 冷暖房装置は、エンジン運転に作動するエンジン直結式とする。また、室内 

   の温度を自動調整及び除湿機能を備えたオートエアコンとする。  

 ８  冷蔵庫 

   助手席後方に４０リットル以上の冷蔵庫を設置固定し、専用の電源コンセント  

  を設けると共に、その上部のスペースを最大限活用し扉付の収納庫を設けること。  

  （ 別途協議）  
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９  ルームラック 

   車両後部付近の資機材等収納スペースを除いた上部に収納庫を取付けるこ 

  と。  

10 室内灯等 

（ １） 室内灯（ Ｌ ＥＤ式） を室内に３箇所以上（ 明瞭度による） 取付け、中央及び 

前部の室内灯２箇所は、センター出入口付近においても、ＯＮ・ ＯＦ Ｆスイッ 

チを設けること。さらに運転席付近において、全てのＯＮ・ ＯＦＦスイッチを 

設け、三路スイッチとする。  

 （ ２） 助手席及び運転席の後部席は専用のＬＥＤフレシキブルマップライトを取付 

けること。  

 11 赤色警光等 

 （ １） ルーフフロント部にＬＥＤ散光式警光灯を取付けること。  

 （ ２） 本体取付け部及び配線貫通部等には防水防錆処理を十分施し堅牢に取付ける 

   こと。  

 12  後輪灯・ 車幅灯 

  スモールライトと連動して、後輪灯及び車幅灯を左右に取付けること。  

 13 拡声器装置等 

 （ １） 電子サイレンアンプ（ マイク付） を取付け、音声スイッチは助手席と運転席 

   の中間付近に取付けること。  

 （ ２） サイレンスピーカーの取付位置は、別途協議する。  

 （ ３） 車載無線機本体及び散光式警光灯等の特装部のスイッチ類(絵図又は名称入 

   り） をダッシュボード中央に１０連スイッチ等を設け集合させコンパクトにま 

   とめること。また、車種により取付け不能な構造にあっては、別途協議する。  

    なお、当該スイッチ類及びその他車内全てのスイッチ類には、絵図又は名称 

   を入れること。  

 14 標識灯 

   標識灯は、赤色警光灯内とし、中央のパネル黄色部分とし、『 消防本部』 と 

記入するまた、スイッチは赤色灯と連動させること。  

 15 電動モーターサイレン 

   電動モーターサイレンは、キャブ下部に取付けること。 (スイッチは足踏み式 

  とし保護カバー付とする。（ 別途協議）  
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 16 赤色点滅灯 

 （ １） 後部２個及びフロントグリル付近に２個、側面上部左右に各２個のＬＥＤ式

赤色点滅灯を取付けること。（ 別途協議）  

 （ ２） スイッチは、散光式警光灯と連動し点灯させること。また、切替スイッチの

操作で消灯等ができる構造とすること。  

 17 作業灯 

   車両両側面上部に各２個及び後部に２個ＬＥＤ作業灯を取付けること。なお、

当該作業灯は、運転席付近及び車両後部付近にＯＮ・ ＯＦＦスイッチを設け、三

路スイッチとすること。  

 20 消防章はメッキタイプのものを車両前部中央に取付けること。  

 21 後退警報器を取付けること。  

 22 隊長席ドアミラーを取付けること。  

第４章 塗装及び記入文字 

 １  塗装 

 （ １） 塗装は、メーカー標準塗装とし、塗装面は錆落とし、油脂類の清掃及び洗浄 

   を完全に行い、乾燥を十分行った後、塗装すること。（ 詳細は別途協議）  

 （ ２） 車体の塗装は、赤色ウレタン塗料（ 消防レッド） を使用すること。 (バンパ 

   ー含む）  

 （ ３） 車体の下回りは、黒色塗装とする。  

 （ ４） 本車両ボディー全体に、コーティング（ 耐用年数１年以上） を施すこと。  

２  記入文字 

（ １） 車両側面左右（ 別途協議）  

  ア 場 所： ボディー左右（ 指定位置）  

  イ 字 体： 白文字・ 丸ゴシック 

  ウ 文 字： 『 印西地区消防組合』 白色黒縁取り 

  エ 方 向： 横文字左書き 

オ 大きさ： 適正サイズ 

 （ ２） 車両側面左右（ 別途協議）  

   ア 場 所： 前（ １） 車両側面左右下部（ 前文字と均等割付）  

  イ 字 体： 白文字・ 丸ゴシック 

   ウ 文 字： 『 ＩＮＺＡＩＣＨＩＫＵ ＦＩＲＥ ＤＥＰＡＲＴＭＥＮＴ』 白色黒縁取り 
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   エ 方 向： 横文字左書き 

   オ 大きさ： 適正サイズ 

 （ ３） 車両側面左右（ 別途協議）  

   ア 場 所： 側面左右後部下部 

   イ 字 体： 白文字・ 丸ゴシック 

   ウ 文 字： 『 支援車』 白色黒縁取り 

   エ 方 向： 横文字左書き 

   オ 大きさ： 適正サイズ 

 （ ４） 車両前部及び後部（ 別途協議）  

   ア 場 所： 前部右下部及び後部右側部付近 

   イ 字 体： 白文字・ 丸ゴシック 

  ウ 文 字： 『 支援車』 白色黒縁取り 

  エ 方 向： 横文字左書き 

  オ 大きさ： 適正サイズ 

（ ５） 車両後部（ 別途協議）  

  ア 場 所： 後部左側部付近 

  イ 字 体： 白文字・ 丸ゴシック 

  ウ 文 字： 『 ＩＮＺＡＩＣＨＩＫＵ ＦＩＲＥ ＤＥＰＴ』 白色黒縁取り 

  エ 方 向： 横文字左書き２段書き 

  オ 大きさ： 適正サイズ 

（ ６） 屋根部（ 別途協議）  

  ア 場 所： 屋根前方 

  イ 字 体： 白文字・ 指定書体 

  ウ 文 字： 『 千葉・ 支援・ 印西地区』 白色黒縁取り 

  エ 方 向： 横文字左書き３段書き 

  オ 大きさ： 適正サイズ（ 別途指示）  

（ ７）  キャビンの左右及び後部に消防組合が指定するエンブレムを記入する。  

  （ 別途協議）  

（ ８） その他 

    記入文字は、前後部以外全て反射材を使用し、文字サイズ・ デザイン等で疑 

  義が生じた場合は、消防組合と協議すること。  
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第５章 消防専用無線電話装置 

 １  消防用無線機移設 

(１ )   車載無線機車載無線は、消防組合が指定する車両から移設し、空中線１式、

送受話器１、車内拡声スピーカー１を取り付け（ アンテナ等は新品とする） 、

納車時に使用可能な状態であること。（ 取り付け位置等は、別途協議）  

なお、無線機の取り付け位置等に疑義が生じた場合は、事前に消防組合と十 

分協議を行うこと。  
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別表 

１  車両車体 

№ 品 名 仕   様 数量 

１  シャシ 

マイクロバス、ハイルーフ、ロングボディー 

4, 000ＣＣ以上 

乗車定員２０名以上 

６ＡＴ  二輪駆動 スペアタイヤ1本付き 

1式 

２  シャシ架装 

センタードア（ オート ）  

バックドア観音開き式 

前後ラジアルタイヤ 

（ アルミホイール付）  

1式 

２  ぎ装関係 

№ 品 名 仕   様 数量 

１  ぎ装 支援車Ⅲ型標準ぎ装 １式 

２  隊長席用ドアミラー  １式 

３  ルームラック  １式 

４  インバーター装置 最大出力１０００Ｗ以上 １式 

５  跳ね上げ式座席 ３人用、シートベルト付 ２式 

６  車内仕切版 資機材収納庫及び固定席間 １式 

７  車内床防水加工  １式 

８  資機材固定フック 車内床面及び側面 １式 

９  ステンレスポール 使用限定品シール付 １本 

10 室内１００Ｖコンセント  ４箇所以上 １式 

11 外部出力コンセント  防水・ 抜け防止加工 １口 

12 外部電源入力コンセント  

バッテリー充電及び車内電力供給用（ ロケ

ットプラグ）

 過重電防止付（ 15ｍ充電用コード含む）  

１式 

13 後部ドア下部ステップ １，５００ｍｍ×２５０ｍｍ １式 

14 各ステップ滑り止め加工  １式 

15 架装部塗装  １式 
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３  取付品及び附属品 

№ 品 名 仕   様 数量 

１  標識灯 
赤色警光灯内、中央のパネル黄色部分と

し、スイッチは赤色灯と連動 
１式 

２  自動車用消火器 粉末消火器6型 1個 

３  赤色警光灯 
ウィレン社製 

Ｆ Ｖ８Ｈ（ １８２０ｍｍ １２V）  
1式 

４  照明灯 
ウィレン社製 

ＰＥＬ ＣＣ１２（ １２V） 左右側面各２個 
４個 

４  軽微な変更として備えることができる取付品及び附属品

№ 品 名 仕   様 数量 

１  タイヤチェーン 
純正品  

スタッドレスタイヤにも装着可能なもの 
１式 

２  ＧＰＳナビゲーションシステム 
ＳDカーナビゲーション後方監視カメラ付

＋ETC（ セットアップ含む） 、最新モデル 
１式  

３  電動サイレンアンプ 
大阪サイレン 

Ｔ ＳＫ－Ｄ１５１専用マイクＭＣ-Ｄ１付 
１式 

４  スタッドレスタイヤ 純正ホイール及びナットを含む ６本 

５  発動発電機 ホンダ EU16i JN3 １機 

５  その他取付品及び附属品 

№ 品 名 仕   様 数量 

１  エアコン 純正品 オートエアコン １式 

２  パワーステアリング 純正品（ 右ハンドル）  １式 

３  ハロゲンヘッドランプ 純正品（ ヘッドランプレべリング機能付）  １式 

４  フォグランプ 純正品 １式 

５  オーディオ ナビ兼用（ ＡＭ/ＦＭラジオチューナー）  １式 

６  時計 電波時計（ HRC１２２４）  １式 

７  サンバイザー 純正品（ 運転席・ 助手席）  １式 

８  サイドバイザー 純正品（ 運転席・ 助手席）  １式 
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№ 品 名 仕   様 数量 

９  室内灯 ３カ所ＬＥＤ式（ １２V）  ３個 

10 マップランプ 
助手席・ 運転席後部フレキシブルランプ 

Ｌ ＥＤ式（ １２V）  
１式 

11 集中操作スイッチ 大阪サイレン SBW－１００  １式 

12 電流計及び電圧計  １式 

13 フロアマット  純正品（ 運転席及び助手席・ ゴム性）  １式 

14 泥除け 純正品（ 各車輪後部）  １式 

15 ハイマウントストップランプ 純正品 １式 

16 
フロントアンダーミラー 

リアアンダーミラー 
純正品 １式 

17 キー 集中ドアロック・ 予備キー含む ５個 

18 後退警報器 入切スイッチ付 １式 

19 助手席アウトサイドミラー リモコンミラー電動格納式 １式 

20 ＡＢＳ 純正品 １式 

21 エアーバッグ 純正品（ ディアルＳＲＳ）  １式 

22 ＥＴ Ｃ ビルトインタイプ・ ボイスタイプ １個 

23 ドライブレコーダー 

純製品 

（ メモリーカード３ ２ Ｇ以上２枚付属）

又は同等品 

１式 

24 プライバシーガラス 
運転席以外の窓に設置 

後部資機材収納庫部分はﾌｨﾙﾑ張りつけ増 
１式 

25 カーテン フロントガラス以外全席 １式 

26 マイク 運転席フレキシブルマイク・ スイッチ付 １式 

27 停止表示板 純正品 １式 

28 後輪灯・ 車幅灯 
スモールライトと連動、後輪灯及び車幅灯

を左右 
１式 

29 車輪止め ゴム製 ２個 

30 冷蔵庫 
室内取付け装備品 

４０リットル程度・ 上部収納庫付 
１式 
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№ 品 名 仕   様 数量 

31 非常用信号用具 純正品 １個 

32 車両用工具 純正品 1式 

33 ブースターケーブル 12V/24V 200A  3ｍ 1個 

34 前面赤色点滅灯 
ウィレン社製 

ＷＩ ＯＮＳＭＣＲ（ １２V）  
２個 

35 後部赤色点滅灯 
ウィレン社製 

Ｍ６V２ＣＲ（ １２V）  
２個 

36 側面赤色点滅灯 
ウィレン社製 

ＷＩ ＯＮＳＭＣＲ(１２V)左右側面各２個 
４個 

37 消防章 メッキタイプ（ １５０ｍｍ）  １個 

38 無線機 無線機本体・ 変換機等載せ替え １式 

39 燃料携行缶 
ステンレス２０リットル（ 軽油）  

ステンレス１０リットル（ ガソリン）  
２個 

40 コードリール ２０ｍ １個 



年度 平 成 ３ ０ 年 度

金 円

番号 品 名 数量単位

１ 消防専用シャシ 1 台 円 円

２ 支援車Ⅲ型ぎ装費 1 式 円 円

３ 取付品及び附属品 1 式 円 円

４
軽微な変更として備えることができる
附属品

1 式 円 円

５ その他の取付品及び附属品 1 式 円 円

小 計 円

消 費 税 相 当 額 円

合 計 円

納 入 先
千葉県印西市牧の原二丁目３番地
印西地区消防組合消防本部

設 計 金 額

単 価 金 額

物

品

概

要

　別添仕様書のとおり

設　　　　　計　　　　　書

印西地区消防組合消防本部

事 業 名 支援車Ⅲ型購入

納 入 期 限 平成３１年３月２５日（ 月）



物品類売買仮契約書

１． 事 業 の 名 称  支援車Ⅲ型購入

２． 納 入 場 所  千葉県印西市牧の原二丁目３番地

         印西地区消防組合 牧の原消防署

３． 納 入 期 限  平成３１年３月２５日

４． 契 約 金 額  金          円

（ うち取引に係る消費税及び地方消費税の額  金       円）  

５．  契 約 保 証 金

 上記の物品類売買契約について、発注者と受注者は、各々 の対等な立場における合意に

基づいて、別添の条項によって物品類売買契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行

するものとする。 

 なお、この契約は「 議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例」

（ 昭和３９年印西町条例第１３号） 第２条の規定による平成３０年度第１回印西地区消防

組合臨時会までの議会の議決を得るまで仮契約とし、議決を得たときに、これを本契約と

みなす。ただし、議会の可決を得られないとき、この契約は無効となり発注者は損害賠償

の責は負わない。 

 この契約の証として本書２通を作成し、当事者記名押印のうえ、各自１通を保有する。 

平成  年  月  日  

住 所  千葉県印西市牧の原二丁目３番地      

発 注 者        印西地区消防組合 

□氏 名  管理者   伊 澤  史 夫 印

住 所                       

受 注 者                            

○氏 名                 印



（ 総則）  

第１条 発注者及び受注者は、この約款（ 契約書を含む。以下同じ。） に基づき、設計図書

（ 別冊の図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。以下同じ。）

に従い、日本国の法令を遵守し、この契約（ この約款及び設計図書を内容とする物品類売買

契約をいう。以下同じ。） を履行しなければならない。  

２  受注者は、この契約の目的である物品を契約書記載の納入期限内に、納入するものとし、

発注者はその契約代金を支払うものとする。  

３  受注者は、物品を納入する場合において、設計図書にその品質が明示されていないときは、

中等以上の品質のものを納入しなければならない。  

４  この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。 

５  この約款に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。 

６  この約款及び設計図書における期間の定めについては、この契約書又は設計図書等に特別

の定めがある場合を除き、民法（ 明治２９年法律第８９号） 及び商法（ 明治３２年法律第４

８号） の定めるところによるものとする。 

７  この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。 

８  この契約に係る訴訟の提起又は調停の申立てについては、発注者の事務所の所在地を管轄

する日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。  

（ 指示等及び協議の書面主義）  

第２条 この約款に定める指示、請求、通知、報告、申出、承諾、質問、回答及び解除（ 以下

「 指示等」 という。） は、書面により行わなければならない。 

２  前項の規定にかかわらず、緊急やむを得ない事情がある場合には、発注者及び受注者は、

前項に規定する指示等を口頭で行うことができる。この場合において、発注者及び受注者は、

既に行った指示等を書面に記載し、７日以内にこれを相手方に交付するものとする。 

３  発注者及び受注者は、この約款の他の条項の規定により協議を行うときは、当該協議の内

容を書面に記録するものとする。  

（ 権利義務の譲渡等）  

第３条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、承継させ、又は担

保の目的に供することができない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この

限りでない。  

（ 秘密の保持等）  

第４条 受注者は、当契約の処理上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。  

２  受注者は、当契約の履行過程において得られた記録簿等を他人に閲覧させ、複写させ、又

は譲渡してはならない。ただし、発注者の承認を得たときは、この限りでない。  

（ 担当職員）  

第５条 発注者は、担当職員を置いたときは、その氏名等を受注者に通知しなければならない。

担当職員を変更したときも、同様とする。 

２  担当職員は、この約款の他の条項に定めるもの及びこの約款に基づく発注者の権限とされ

る事項のうち発注者が必要と認めて担当職員に委任したもののほか、設計図書に定めるとこ

ろにより、次に掲げる権限を有する。  

(1)  発注者の意図する納品を完了させるための受注者に対する指示。 

(2)  この約款及び設計図書の記載内容に関する受注者の確認の申出、又は質問に対する承諾、

又は回答。 

(3)  この契約の履行に関する受注者との協議。 

(4)  この契約の進捗状況の確認、設計図書の記載内容と履行内容との照合その他契約の履行

状況の調査。 



３  発注者は、２名以上の担当職員を置き、前項の権限を分担させたときにあっては、それぞ

れの担当職員の有する権限の内容を、担当職員にこの約款に基づく発注者の権限の一部を委

任したときにあっては当該委任した権限の内容を、受注者に通知しなければならない。 

４  第２項の規定による担当職員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければな

らない。 

５  この約款に定める書面の提出は、設計図書に定めるものを除き、担当職員を経由して行う

ものとする。この場合においては、担当職員に到達した日をもって発注者に到達したものと

みなす。 

６  発注者が担当職員を置かないときは、この約款に定める担当職員の権限は、発注者に帰属

する。  

（ 納品書等の提出等）  

第６条 受注者は物品を納品するときは、発注者の定める項目を記載した納品書を発注者に提

出しなければならない。 

２  受注者は、物品を納品するときは、あらかじめ指定された場合を除き、一括して納入しな

ければならない。ただし、発注者がやむを得ない理由があると認めるときは、分割して納入

することができる。  

３  受注者は、発注者に納入した物品は原則として、検収に不合格となったものを除いて持ち

出すことはできない。 

（ 納入期限の延長等）  

第７条 受注者は、納入期限内に物品を納入することができないときは、その理由を明示して、

発注者に納入期限の延長を申し出ることができる。  

２  前項の規定による申し出があった場合において、その理由が受注者の責に帰することがで

きないものであるときは、発注者は、相当と認める日数の延長を認めることがある。  

（ 契約内容の変更等）  

第８条 発注者は必要があるときは、受注者と協議の上、この契約の内容を変更し、又は物品

の納入を一時中止させることができる。この場合において契約金額又は納入期限を変更する

必要があるときは、発注者と受注者とが協議して書面によりこれを定める。 

（ 天災その他不可抗力による契約内容の変更）  

第９条 契約締結後において、天災事変その他の不測の事件に基づく日本国内での経済事勢の

激変により契約内容が著しく不適当と認められるに至ったときは、その実情に応じ、発注者

又は受注者は相手方と協議の上、契約金額、その他の契約内容を変更することができる。 

（ 検収）  

第10条 発注者は第６条第１項の規定により受注者から納品書の提出があったときは、その日

から起算して１０日以内に発注者又は発注者が検収を行う者として定めた職員（ 以下「 検査

職員」 という。） の職員をして検収を行うものとする。  

２  前項の検収を行う場合において、必要があるときは、発注者はその理由を通知して、破壊

もしくは分解又は試験により検収を行うことが出来る。 

３  受注者は、あらかじめ指定された日時及び場所において、第１項の検収に立ちあわなけれ

ばならない。  

４  受注者は、第１項の検収に立ち会わなかったときは、検収の結果について異義を申し立て

ることができない。  

５  発注者は、必要があるときは、第１項の検収のほか、納入が完了するまでにおいて、品質

等の確認検収を行うことができる。この場合、第２項から第４項までの規定を準用する。 

６  第１項及び前項の検収に直接必要な費用並びに検収のため、変質、変形、消耗又はき損し

た物品にかかわる損失は、すべて受注者の負担とする。 



７  受注者は、第１項の検収に合格しないときは、直ちに修補して発注者の検収を受けなけれ

ばならない。この場合において、修補の完了を物品類納入の完了とみなして第２項から第６

項までの規定を準用する。  

（ 契約代金の支払い）  

第11条 受注者は、物品の納入が完了し、かつ発注者の検収に合格したとき又は第１３条第２

項の協議が成立したときは契約代金を請求することができる。 

２  前項の規定にかかわらず、受注者は、物品を分割して納入し発注者の検収に合格したとき

は、当該納入物品に係る契約代金を請求することができる。ただし、設計図書等において納

入が完了し、かつ発注者の検収に合格したときに一括して契約代金を支払うと定めたときは

この限りではない。  

３  発注者は、前２項の請求を受けたときは、その日から起算して３０日以内に、契約代金を

支払わなければならない。  

４  発注者が、前項の期間内に契約代金を支払わないときは、受注者は発注者に対して支払い

遅延日数に応じ、この契約の締結日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律（ 昭和

２４年法律第２５６号） 第８条第１項の規定により財務大臣が決定する率で計算した金額を

遅延利息として請求することができる。 

（ 引換え又は手直し）  

第12条 受注者は、納入した物品の全部または一部が第１０条第１項の検収に合格しないとき

は、速やかに引換え又は手直しを行い、設計図書等に適合した物品を納入しなければならな

い。 

２  前項の規定にかかわらず、受注者は、発注者により引換え又は手直しのための期間を指定

されたときは、その期間内に設計図書等に適合した物品を納入しなければならない。  

３  受注者は、前２項の規定により引換え又は手直しが完了したときは、その物品を納入場所

において発注者に納入するとともに、第６条第１項に定める納品書を発注者に提出しなけれ

ばならない。  

４  発注者は、前項の規定により受注者から納品書の提出があったときは、その日から起算し

て１０日以内に検収を行うものとする。 

５  第１０条第２項から第４項まで及び第６項の規定は、前項の検収について準用する。  

（ 減価採用）  

第13条 発注者は第１０条第１項又は前条第４項の検収に合格しなかった物品等について、そ

のかしの程度が軽微であり、かつ、使用上支障がないと認めるときは、契約金額を減額して

採用することがある。 

２  前項の規定により減額する金額については、発注者と受注者とが協議の上、定めるものと

する。  

（ 所有権の移転、引渡し及び危険負担）  

第14条 物品の所有権は、検収に合格したとき、又は前条第２項の協議が成立したときに、受

注者から発注者に移転し、同時にその物品は、発注者に対し引き渡されるものとする。 

２  前項の規定により所有権が移転する前に生じた物品についての損害は、すべて受注者の負

担とする。 

（ かし担保）  

第15条 受注者は、納入した物品に品質不良、変質、数量の不足その他のかしがあるときは、

別に定める場合を除き、所有権移転の日から１年間、その補修、引換え、補足又はこれに変

えて若しくは併せて損害賠償の責を負うものとする。ただし、発注者の指示又は発注者の重

大な過失により生じたものであるときは、この限りでない。  

（ 延滞違約金）  



第16条 受注者の責に帰すべき理由により納入期限までに物品を納入することができない場合

において、納入期限後相当の期間内に物品を納入する見込みのあるときは、発注者は受注者

から遅延違約金を徴収して納入期限を延長することができる。 

２  前項の遅延違約金の額は、納入期限の翌日から納入した日までの日数に応じ、この契約の

締結日における印西市契約事務規則（ 平成１８年規則第１９号） 第２９条第１項に規定する

違約金の率で計算した額とする。  

３  前項の規定にかかわらず、納入した物品の一部が第１０条第１項又は第１２条第４項の検

収に合格したときは、第１項の遅延損害金の額は、契約金額から当該検収に合格したものの

契約金額相当額を控除した金額を基礎として計算する。 

４  第１２条第２項の規定により引き換え又は手直しの期間を指定した場合において、当該引

換え又は手直しに係る物品が指定した期間経過後に納入されたものであるときは、当該物品

に係る遅延違約金は、納入期限の翌日から計算する。  

５  前各項の遅延違約金の計算の基礎となる日数には、検収に要した日数を算入しない。  

（ 談合その他不正行為に係る解除）  

第１７条 発注者は、受注者がこの契約に関して、次の各号のいずれかに該当したときは、第

１８条の規定にかかわらずこの契約を解除することができる。  

(1)  公正取引委員会が、受注者に違反行為があったとして私的独占の禁止及び公正取引の確

保に関する法律（ 昭和２２年法律第５４号。以下「 独占禁止法」 という。） 第７条第１項

の規定による措置を命じ、当該命令が確定したとき、又は独占禁止法第７条の２第１項の

規定による課徴金の納付を命じ、当該命令が確定したとき。 

(2)  受注者（ 受注者が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人） が刑法（ 明治４０

年法律第４５号） 第９６条の６又は同法第１９８条の規定による刑が確定したとき。 

２  受注者が協同組合及び共同企業体（ 以下「 協同組合等」 という。） である場合における前

項の規定については、その代表者又は構成員が同項各号のいずれかに該当した場合に適用す

る。 

３  前条第２項及び第３項の規定は、第１項各号の規定による解除の場合に準用する。 

４  受注者は、前２項の規定によりこの契約が解除された場合は違約金として、契約金額の１

０分の１に相当する額を発注者が指定する期限までに支払わなければならない。  

５  この条第１項の規定によりこの契約が解除された場合の措置については、第２３条の規定

を適用する。  

（ 談合その他不正行為に係る賠償金の支払い）  

第17条の２ 受注者は、前条第１項各号のいずれかに相当するときは、発注者がこの契約を解

除するか否かにかかわらず、賠償金として、契約金額の１０分の２に相当する額を発注者が

指定する期限までに支払わなければならない。受注者がこの契約を履行した後も同様とする。

ただし、前条第１項第１号において、命令の対象となる行為が、独占禁止法第２条第９項第

３号及び同項第６号に基づく不公正な取引方法（ 昭和５７年６月１８日公正取引委員会告示

第１５号） 第６項に規定する不当廉売である場合その他発注者が特に必要と認める場合は、

この限りでない。 

２  前項の規定にかかわらず、発注者は、発注者の生じた実際の損害額が同項に規定する賠償

金の額を超える場合においては、受注者に対しその超過分につき賠償を請求することができ

る。 

３  前２項の場合において、受注者が協同組合等であるときは、代表者又は構成員は、賠償金

を連帯して発注者に支払わなければならない。受注者が既に協同組合等を解散しているとき

は、代表者であった者又は構成員であった者についても、同様とする。 

（ 発注者の解除権）  



第18条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除すること

ができる。 

(1)  受注者が納入期限内に契約を履行しないとき、又は履行する見込みが明らかにならない

と発注者が認めるとき。  

(2)  受注者又はその代理人若しくは使用人が契約の締結又は履行に当たり、不正な行為をし

たとき。  

(3)  受注者又はその代理人若しくは使用人が正当な理由がなく 、発注者の担当職員又は検査

職員の指示に従わないとき、又はその職務の執行を妨害したとき。 

(4)  受注者が地方自治法施行令（ 昭和２２年政令第１６号） 第１６７条の４第１項の規定に

該当すると判明したとき。  

(5)  前各号のほか、受注者が、この契約に基づく義務を履行しないとき。  

(6)  第２２条の規定によらないで、受注者から契約解除の申出があったとき。  

(7)  受注者が次のいずれかに該当するとき 

イ 役員等（ 受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその

代表者、非常勤を含む役員、その支店若しくは営業所を代表する者又は経営に実質的

に関与している者をいう。以下この号において同じ。） が暴力団員による不当な行為

の防止等に関する法律（ 平成３年法律第７７号。以下「 暴力団対策法」 という。 ） 第

２条第６号に規定する暴力団員（ 以下この号において「 暴力団員」 という。 ） である

と認められるとき。  

ロ 役員等が自己、自社若しく は第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加

える目的をもって、暴力団（ 暴力団対策法第２条第２号に規定する暴力団をいう。以

下この号において同じ。） 又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。  

ハ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど

直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しく は関与していると認め

られるとき。  

ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認め

られるとき。  

ホ 役員等がこの契約に関し、相手方が暴力団又は暴力団員であることを知りながら、

継続的に物品の購入や労働の供給又は派遣を受けるなど、不当に利用していると認め

られるとき。  

ヘ 財産の買入れの契約その他の契約にあたり、その相手方がイからホまでのいずれか

に該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。  

ト  受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手

方としていた場合に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれ

に従わなかったとき。  

２  前項に規定する場合のほか、発注者は、業務が完了するまでの間、必要があるときは、こ

の契約を解除することができる。  

３  発注者は、前項の規定によりこの契約を解除したことにより受注者に損害を及ぼしたとき

は、その損害を賠償しなければならない。 

（ 契約が解除された場合等の違約金）  

第18条の２ 次の各号のいずれかに該当する場合においては、受注者は、業務委託料の１０分

の１に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。 

(1)  第１８条第１項の規定によりこの契約が解除された場合 

(2)  受注者がその債務の履行を拒否し、又は、受注者の責めに帰すべき事由によって受注者

の債務について履行不能となった場合 



２  次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第２号に該当する場合とみなす。 

(1)  受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法（ 平成１６年法律第

７５号） の規定により選任された破産管財人 

(2)  受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法（ 平成１４年法

律第１５４号） の規定により選任された管財人 

(3)  受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法（ 平成１１年法

律第２２５号） の規定により選任された再生債務者等 

（ 業務妨害又は不当要求に対する措置）  

第19条 受注者は、この契約の履行に当たり、以下の事項を遵守しなければならない。 

 暴力団等（ 暴力団対策法第２条に規定するものをいう。） から工事妨害又は不当要求を受

けた場合は、毅然として拒否し、その旨を速やかに発注者に報告するとともに、所轄の警

察署に届け出ること。  

（ 遵守義務違反）  

第20条 発注者は、受注者が前条に違反した場合は、印西市建設工事請負業者等指名停止措置

要綱（ 平成２７年告示第６９号） の定めるところにより、指名停止の措置を行う。受注者の

再委託業者が報告を怠った場合も同様とする。  

第21条 発注者は、この契約が完了するまでの間は、第１８条第１項及び第２項の規定による

ほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。  

２  発注者は、前項の規定によりこの契約を解除したことにより受注者に損害を及ぼしたとき

は、その損害を賠償しなければならない。 

（ 受注者の解除権）  

第22条 受注者は、次の各号の一に該当するときは、契約を解除することができる。 

(1)  第８条の規定により、発注者が物品の納入を一時中止させまたは一時中止させようとす

る場合において、その中止期間が３月以上に及ぶとき又は契約期間の３分の２以上に及ぶ

とき。 

(2)  第８条の規定により、発注者が契約内容を変更しようとする場合において、当初の契約

金額の２分の１以下に減少することとなるとき。  

２  受注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、損害があるときは、その

損害の賠償を発注者に請求することができる。 

（ 解除に伴う措置）  

第23条 発注者は、契約が解除された場合においては、分割納入した物品を検収の上、当該検

収に合格した部分および部分払いの対象となった契約代金の引渡しを受けるものとし、当該

引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた分割納入した物品に相応する契約代金を受注者

に支払わなければならない。この場合において、発注者は必要があると認められるときは、

その理由を受注者に通知して、分割納入した物品を最小限度破壊もしくは分解又は試験によ

り検収することができる。  

２  前項の場合において検収又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。 

３  受注者は、契約が解除された場合において、貸与品があるときは、当該貸与品を発注者に

返還しなければならない。この場合において、当該貸与品が受注者の故意又は過失により滅

失またはき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてそ

の損害を賠償しなければならない。 

（ 相殺）  

第24条 発注者は、受注者に対して有する金銭債権があるときは、受注者が発注者に対して有

する契約代金請求権及びその他の債権と相殺し、不足があるときは、これを追徴する。 

（ 法令遵守）  



第25条 受注者は、この契約の実施に当たり、関係諸法令を遵守しなければならない。 

（ 契約外の事項）  

第26条 この約款に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して

定める。  












